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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
十
三
号

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九

十
五
号
）
第
一
条
第
一
号
及
び
第
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
患
者
申
出

療
養
並
び
に
施
設
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二

十
九
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の

よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ

れ
を
加
え
る
。

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
患
者
申
出
療
養
並
び
に
施
設
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件
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改

正

後

改

正

前

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚
生
労

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚
生
労

働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る
先
進
医
療

働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る
先
進
医
療

一
～
四
十

（
略
）

一
～
四
十

（
略
）

四
十
一

削
除

四
十
一

内
視
鏡
下
手
術
用
ロ
ボ
ッ
ト
を
用
い
た
内
視
鏡
下
咽
喉
頭
切
除
術

中

咽
頭
が
ん
、
下
咽
頭
が
ん
又
は
喉
頭
が
ん
（
Ｔ
Ｎ
Ｍ
分
類
が
Ｔ
ｉ
ｓ
、
Ｔ
１
又

は
Ｔ
２
、
Ｎ
０
及
び
Ｍ
０
で
あ
る
患
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

四
十
二

（
略
）

四
十
二

（
略
）

四
十
三

削
除

四
十
三

カ
ペ
シ
タ
ビ
ン
内
服
投
与
、
シ
ス
プ
ラ
チ
ン
静
脈
内
投
与
及
び
ド
セ
タ

キ
セ
ル
腹
腔
内
投
与
の
併
用
療
法

腹
膜
播
種
を
伴
う
初
発
の
胃
が
ん

く
う

は

四
十
四
～
七
十
四

（
略
）

四
十
四
～
七
十
四

（
略
）

七
十
五

陽
子
線
治
療

根
治
切
除
が
可
能
な
肝
細
胞
が
ん
（
初
発
の
も
の
で
あ

（
新
設
）

り
、
単
独
で
発
生
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
長
径
が
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を

超
え
、
か
つ
、
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
患
者
申
出
療
養
並
び
に
施
設
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件


